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町長経験と議長経験の両面を活かし、
曽於市の発展はもとより支援者とその地域を
しっかり守ることを使命として頑張りぬきます。
ご支援をお願いします。
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10月31日 日曜日は、衆議院議員
総選挙・最高裁判所裁判官国民審
査・市議会議員選挙の投票日です !
国政と市政に対する自分の思いを届ける大切な一票です。
忘れずに投票してください。

〇投票時間　午前 7時〜午後 7時
〇投票場所　投票所入場券（ハガキ）に記載されています

　仕事や用事、旅行等で投票日に投票ができない人は、衆議院議員総選挙・最高裁
判所裁判官国民審査は 10 月 20 日㈬から、市議会議員選挙は 10 月 25 日㈪から、
いずれも 10 月 30 日㈯までの間、市役所（末吉本庁・大隅支所・財部支所 ) におい
て期日前投票ができます。

O期日前投票時間　午前 8時 30分から午後 8時まで

【選挙の種類と投票の方法】
今回の選挙では次の 4 種類の投票があります。
１. 衆議院小選挙区選出議員選挙　⇒　投票用紙には「候補者の氏名」を記入します。
２. 衆議院比例代表選出議員選挙　⇒　 投票用紙には「政党等の名称または略称」を

記入します。
３. 最高裁判所裁判官国民審査　⇒　 辞めさせたい最高裁判所裁判官がいるときのみ、

その裁判官の氏名の上欄に「×」を記入します。
４. 曽於市議会議員選挙　⇒　投票用紙には、「候補者の氏名」を記入します。

【曽於市で投票できる方】
今回の選挙で投票できる方は、次の要件を満たしている方です。
１. 平成 15 年 11 月 1 日までに生まれた日本国民で、欠格事項に該当しない方。
２.  令和 3 年 7 月 23 日以前（市議会議員選挙の場合）に転入届をし、引き続き 3 か

月以上本市にお住まいの方。なお、転入及び転出された日により、選挙権・投票
方法が変わる場合があります。詳しくは、曽於市選挙管理委員会までご連絡くだ
さい。


